
精神保健福祉士相談援助業務について
相談援助業務一覧

精神保健福祉士における相談援助業務の実務経験とは、厚生労働省が指定する施設・

事業所において精神保健福祉に関する相談援助の業務に従事した経験を指します。

実務経験は指定の「施設種類」、「職種」に当てはまる内容であることが必要であり、

該当しない内容は実務経験として申請することはできません。

※「相談援助業務に該当になるかどうか」「指定施設・職種に該当になるかどうか」については、実務を証明される証明権限を

お持ちの方にご確認ください。

※実務経験証明書の書式については、「2025 年 6 月 11 日入学生用募集要項」の 27 ページ、もしくは本校ホームページか

らダウンロードしてください。
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職種名 職種コード施設種類

保健所

市町村保健センター

保護観察所

病院・診療所
（精神病床を有するもの又は精神科
もしくは心療内科の広告をしているものに限る）

根拠法

精６００

精６０１

精神科ソーシャルワーカー

医療ソーシャルワーカー

精６０２

精６０３

精６０４

精６０５

精神科ソーシャルワーカー

医療ソーシャルワーカー

心理判定員

医
療
法

精神科病院精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉

に
関
す
る
法
律

更
生
保
護
事
業
法

地
域
保
健
法

地
方
自
治
体

法
務
省

設
置
法

精神保健福祉相談員

社会福祉士

精６０６精神科ソーシャルワーカー
精神保健福祉センター

精６０７

精６０８

心理判定員

精神保健福祉相談員

社会福祉士 精６０９

精６１０精神科ソーシャルワーカー

精６１１

精６１２

心理判定員

精神保健福祉相談員

社会福祉士 精６１３

精６１４精神科ソーシャルワーカー

市役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署
区役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署
町村役場の精神障害者に対してサービスを提供する部署

精６１５

精６１６

心理判定員

精神保健福祉相談員

社会福祉士 精６１７

精６１８

精６１９

精６２０

精神科ソーシャルワーカー

社会復帰調整官

保護観察官

福祉職員

精６２１

精６２２

精６２３

精６２４

補導に当たる職員

薬物専門職員

精６５０訪問支援職員

更生保護施設

１．医療・行政関係施設
相談援助の業務について

精神障害者の社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行なっていること

１．次の（１）から（５）に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね 5 割以上
従事することが要件となります。

（１）精神障害者の相談
精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の
情報提供

（２）精神障害者に対する助言、指導
精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や
再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導

（３）精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
　社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の
　習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるため
　の訓練
（４）精神障害者に対するその他の援助
　精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害
　者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々
　の精神障害者のニーズに応じた多様な支援
（５）援助を行なうための関係者との連絡、調整等
・ケースカンファレンス等の会議への出席
・ケース記録等の関係書類の整理
・職員間の申し送り、連絡、調整
・関係機関との連絡、調整

２．病棟における食事の介助や入浴の介助等の業務は、実務経験としては認められま
せん。

３．児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務
だけでなく、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業
務も実務経験の対象となります。
ただし、乳児院においては、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対
する相談援助業務が実務経験の対象となります。
乳児に対する相談援助業務は、実務経験の対象とはなりません。



２．障害者関係施設
職種名 職種コード施設種類根拠法

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
障
害
者
総
合
支
援
法
）

精７００生活支援員

精７０１サービス管理責任者

精７０２生活支援員

精７０３サービス管理責任者

障害福祉サービス事業

生活介護を行なう施設

自立訓練を行なう施設

精７０４生活支援員

精７０５就労支援員
就労移行支援を行なう施設

精７０６サービス管理責任者

精７５０職業指導員

精７０７生活支援員

精７０８サービス管理責任者

精７５１職業指導員

就労継続支援を行なう施設

精７０９就労定着支援員

精７１０サービス管理責任者就労定着支援を行なう施設

精７１１相談援助業務に従事する職員

精７１２

精７１３

地域生活支援員

自立生活援助を行なう施設

精７１４

サービス管理責任者

精７１５

相談援助業務に従事する職員

精７１６

相談援助業務に従事する職員

相談援助業務に従事する職員

相談援助業務に従事する職員 精７１７

短期入所を行なう施設

重度障害者等包括支援を
行なう施設

共同生活援助を行なう施設
（共同生活介護であった期間を含む）

職種名 職種コード施設種類

障害者支援施設

地域活動支援センター

福祉ホーム

基幹相談支援センター

発達障害者支援センター

地域生活支援事業

根拠法

精７１９

精７１８相談援助業務に従事する職員

精７２０

精７２１

精７２２

相談援助業務に従事する職員

相談援助業務に従事する職員

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
障
害
者
総
合
支
援
法
）

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

発
達
障
害
者

支
援
法

相談支援専門員

精７２３

精７２４

精７２５

精７２６

精７２７

精７２８

精７２９

精７３０

精７３１

精７３２

精７３３

精７３４

精７３５

精７３６

相談支援専門員

一般相談支援事業を行なう施設
（相談支援事業を行なう施設であった期間を含む）

特定相談支援事業を行なう施設
（相談支援事業を行なう施設であった期間を含む）

指導員

生活支援員

就労支援員

サービス管理責任者

障害者職業カウンセラー

管理人

相談援助業務に従事する職員

障害者職業カウンセラー広域障害者職業センター

地域障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター
生活支援担当職員

精７５２主任職場定着支援担当者

職場適応援助者

主任就業支援担当者

就業支援担当者

相談支援を担当する職員

就労支援を担当する職員

２．障害者関係施設

日中一時支援事業を
行なっている施設

障害者相談支援事業を
行なっている施設

障害児等療育支援事業を
行なっている施設



3．その他
職種名 職種コード施設種類根拠法

介
護
保
険
法

生
活
保
護
法

精８００
包括的支援事業に係る業務を行なう職員
（介護保険法第115条の45第2項第4号から
第5号までに掲げる事業を除く）

精８０１生活指導員

精８０２生活指導員

地域包括支援センター

救護施設

更生施設

被保護者就労支援事業を行なう事業所

被保護者就労準備支援事業を行なう事業所

被保護者家計改善支援事業を行なう事業所

就労支援事業を行なう事業所
（自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に規定する事業）

知的障害者更生相談所

婦人相談所

婦人保護施設

公共職業安定所

刑事施設

精８０３就労支援員

精８０４就労支援員

精８０５被保護者就労準備支援担当者

精８０６相談支援に従事する者

精８０７就労支援員

精８０８被保護者就労準備支援担当者

精９２１生活支援提供責任者
日常生活支援住居施設

精９２０生活支援員

精８０９相談支援に従事する者

精８１０就労支援員

精８１１知的障害者福祉司

精８１２心理判定員

精８１３職能判定員

精８１４ケース・ワーカー

精８１５相談指導員

精８１６判定員

精８１７婦人相談員

精８１８

精８１９

入所者を指導する職員

精８２０発達障害者雇用トータルサポーター

精９５０雇用トータルサポーター（大学等支援分）

精神障害者雇用トータルサポーター

精８２１刑務官

精８２２

精８２３

精８２４

精８２５

精８２６

精８２７

精８２８

精８２９

法務教官

法務技官（心理）

福祉専門官

知
的
障
害
者
福
祉
法

売
春
防
止
法

職
業
安
定
法

刑
事
収
容
施
設
法

少年院

少年鑑別所

法務教官

法務技官（心理）

福祉専門官

法務教官

法務技官（心理）

少
年
院
法

少
年

鑑
別
所
法

職種名 職種コード施設種類

福祉型障害児入所施設
（知的障害児施設・知的障害児通園施設であった期間を含む）

障害児通所支援事業を
行なう施設
（医療型児童発達支援
を除く）
（児童デイサービス
であった期間を含む）

根拠法

精８３４

精８３５

精８３６

精８３７

児
童
福
祉
法

精８３８

精８３９

精８４０

精８４１

精８４２

精８４３

精８４４

精８４５

精８４６

精８４７

精８４８

精８４９

精８５０

精８５１

精８５２

精８５３

精８５４

精８５５

精８５６

精８５７

精８５８

精８５９

精８６０

精８６１

精８６２

精８６３

乳児院

児童養護施設

児童指導員

児童指導員

保育士

家庭支援専門相談員

児童心理治療施設
（旧：情緒障害児短期治療施設）

児童相談所

母子生活支援施設

児童自立支援施設

児童家庭支援センター

児童自立生活援助事業を行なう施設

保育士

家庭支援専門相談員

児童指導員

保育士

職業指導員

児童発達支援管理責任者

職業指導員

心理指導担当職員

保育士

家庭支援専門相談員

児童指導員

受付相談員

相談員

児童福祉司

電話相談員

児童心理司

児童指導員

少年を指導する職員

母子支援員

児童生活支援員

職業指導員

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
第88条の3第1項に規定する職員

障害児相談支援事業を行なう施設 相談支援専門員

相談援助業務を行なう指導員

児童自立支援専門員

保育士

3．その他

精８３０相談援助業務に従事する職員児童発達支援

精８３１相談援助業務に従事する職員放課後等デイサービス

精８３２相談援助業務に従事する職員居宅訪問型児童発達支援

精８３３相談援助業務に従事する職員保育所等訪問支援



3．その他
職種名 職種コード施設種類根拠法

社
会
福
祉
法

査察指導員 精８６４

精８６５

精８６６

身体障害者福祉司

福祉事務所

都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

市町村社会福祉協議会

精８６７

知的障害者福祉司

精８６８

老人福祉指導主事

精８６９

現業員

精８７０

家庭児童福祉主事

精８７１

家庭相談員

精８７２

面接員に相当する職員

精８７３

婦人相談員

精８７４

精８７５

母子・父子自立支援員

精８７６

母子・父子自立支援プログラム策定員

就業支援専門員

「セーフティネット支援対策等事業の実施について」
自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に
規定する就労支援事業に従事する就労支援員

生活保護法第55条の7第１項に規定する
被保護者就労支援事業に従事する就労支援員

専門員

精８７７

精８７８

精８７９

精８８０

精８８１

精８８２

精８８３

精８８４

精８８５

精８８６

精８８７

精８８８

精８８９

精８９０

福祉活動専門員

相談援助業務
（主として身体障害者、知的障害者、
精神障害者に対するものに限る）に従事する職員

地域体制整備コーディネーター

地域移行推進員

相談援助業務に従事する職員
（医師、保健師、看護師、作業療法士、
その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く）

スクールソーシャルワーカー

精神障害者地域移行支援特別対策事業を行なう施設

アウトリーチ事業、アウトリーチ支援に係る事業を行なう施設

スクールソーシャルワーカー活用事業を行なう施設

相談員

相談員

母子家庭等就業・自立支援センター事業

一般市等就業・自立支援事業を行なう施設

第1号職場適応援助者助成金または
訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人

訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人

ひきこもり地域支援センター

地域生活定着支援センター

ひきこもり支援コーディネーター

第1号職場適応援助者養成研修または
訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員
であって、職場適応援助を行なっている者

訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、
職場適応援助を行なっている者

相談援助業務に従事する職員

職種名 職種コード施設種類

ホームレス自立支援事業を行なう施設

地域若者サポートステーション

高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関

生活困窮者自立相談支援事業を行なう自立相談支援機関

生活困窮者就労準備支援事業を行なう事業所

生活困窮者家計改善支援事業を行なう事業所

精８９１

精８９２

精８９３

精８９４

精８９５

精８９６

精８９７

精８９８

精８９９

精９００

精９０１

精９０２

精９０３

精９０４

精９０５

精９０６

精９０７

精９０８

支援コーディネーター

生活相談指導員

相談援助業務に従事する職員

主任相談支援員

相談支援員

家計改善支援員

就労準備支援担当者

就労支援員

主任相談支援員

相談支援員

家計改善支援員

就労準備支援担当者

就労支援員

主任相談支援員

相談支援員

家計改善支援員

就労準備支援担当者

就労支援員

3．その他
根拠法

生
活
窮
者
自
立
支
援
法



職種名 職種コード施設種類

精神障害者社会復帰指導員

生活支援員

世話人

管理人

相談援助業務に従事する職員

４．改正前の法律

児童デイサービス

知的障害者援護施設

精神障害者社会復帰施設

精神障害者地域生活援助事業を行なう施設

精９０９

精９１０

精９１１

精９１２

精９１３
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